新型コロナウイルス感染症の発生に伴う特別休暇の付与について
　先般、新型コロナウイルス感染症患者が発生したことに伴う服務の取扱いについて、職務に専念する義務の免除について提案を行ったところであるが、その後、総務省を通じ発出された人事院通知を踏まえ、下記のとおり、特別休暇を付与する。
　なお、本提案内容をもって、新型ウイルス感染症患者が発生したことに伴う職務に専念する義務の免除の取扱いについては廃止する。
１．対象者

（１）検疫法に基づき新型コロナウイルス感染症に感染したおそれがあるとして停留された場合
（２）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく調査の結果、新型コロナウイルス感染症に感染していると疑うに足りる正当な理由のある者として、当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことを求められた場合及び当該感染症の感染の防止に必要な協力を求められた場合

（３）職員又はその親族に発熱等の風邪症状がみられることにより、感染症拡大防止の観点から、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合（職員本人が罹患した場合も含む）
（４）新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校等の臨時休業その他の事情により、子の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
２．取得日数
（１）については、必要と認める期間又は時間

（２）については、濃厚接触者として外出自粛要請等を受けた期間又は時間
（３）については、必要と認める期間又は時間
（４）については、必要と認める期間又は時間
３．給与の取扱い
有給
４．添付書類等
（１）については、停留期間が記載された停留決定書の写し
（２）については、濃厚接触者として外出自粛要請を受けた日時・内容等を備考としてできる限り詳細に記載する。
（３）については、休暇期間中に受診した場合は、その際に受領した領収書等の写し。また、休暇期間中の体温や風邪の症状等を、備考としてできる限り詳細に記載する。
（４）については、休校となる学校からのお知らせ等、新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校等の臨時休業であることがわかるもの
５．実施期間

　　令和２年３月１日から人事室長が定める日まで
６．その他
（１）職員本人が新型コロナウイルスを発症した場合の勤怠は、年次休暇、病気休暇、この取扱いによる特別休暇のいずれかにより対応を行なうこととする。なお、病気休暇を取得する場合には、病気休暇当初３日無給の特例を認める。
（２）特別職非常勤職員、臨時的任用職員、会計年度任用職員の取扱いについても、一般職の職員と同様とする。
（３）令和２年２月２８日から実施している新型コロナウイルス感染症に伴う休校等の措置による子の看護休暇の取得要件の特例的な扱いは廃止する。
